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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】優れた表示保持性を有し、かつ、溶媒の漏れが
防止されたツイストボール型電子ペーパーを提供する。
【解決手段】透明基材１上に配置された透明電極２を有
する透明電極基材３と、背面基材４の一方の面上に配置
された画素電極５と、背面基材の他方の面上に配置され
た配線電極６とを有する背面電極基材７と、透明電極基
材および背面電極基材の間に配置された、溶媒により膨
潤された膨潤層８中に分散されたツイストボール９とを
有するツイストボール層１０と、を有するツイストボー
ル型電子ペーパー１００であって、透明電極は、透明基
材のツイストボール層側に配置されており、画素電極は
、背面基材のツイストボール層側に配置されており、画
素電極および配線電極は、背面基材に設けられたスルー
ホール１１を介して接続されており、背面基材とツイス
トボール層との間に、画素電極およびスルーホールを覆
うように、画素電極側絶縁層１２が配置されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明基材および前記透明基材上に配置された透明電極を有する透明電極基材と、
　背面基材と、前記背面基材の一方の面上に配置された画素電極と、前記背面基材の他方
の面上に配置された配線電極とを有する背面電極基材と、
　前記透明電極基材および前記背面電極基材の間に配置された、溶媒と、前記溶媒により
膨潤された膨潤層と、前記膨潤層中に分散されたツイストボールとを有するツイストボー
ル層と、
を有するツイストボール型電子ペーパーであって、
　前記透明電極は、前記透明基材のツイストボール層側に配置されており、
　前記画素電極は、前記背面基材のツイストボール層側に配置されており、
　前記画素電極および前記配線電極は、前記背面基材に設けられたスルーホールを介して
接続されており、
　前記背面基材と前記ツイストボール層との間に、前記画素電極および前記スルーホール
を覆うように、画素電極側絶縁層が配置されていることを特徴とするツイストボール型電
子ペーパー。
【請求項２】
　前記透明電極と前記ツイストボール層との間に、透明電極側絶縁層が配置されているこ
とを特徴とする請求項１に記載のツイストボール型電子ペーパー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、優れた表示保持性を有するツイストボール型電子ペーパーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子ペーパーと呼ばれる表示媒体が注目されている。電子ペーパーは、曲げ可能
なフレキシブル性、薄く軽いなどの優れた特性を有し、しかも書き換え可能という際立っ
た特長を有する。このような電子ペーパーには、例えば、ツイストボール方式、電気泳動
方式、液晶表示方式等、様々な表示方式のものがある。中でも、２色相球状粒子（ツイス
トボール）を用いたツイストボール方式の電子ペーパー（ツイストボール型電子ペーパー
）は、屋外での視認性に優れ、消費電力が少ないといった点から注目されている。
【０００３】
　特許文献1においては、図２に示すように、透明基材１０１および透明電極層１０２を
有する透明電極基材１０３と、対向基材１０４および対向電極層１０５を有する対向電極
基材１０６と、ツイストボール１０７および低極性溶媒層１０８を備えるツイストボール
層１０９とを有し、ツイストボール層１０９が透明基材１０１、対向基材１０４、および
シール剤１１０により密封されている電子ペーパー２００が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１９８３２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されているような電子ペーパーにおいては、各電極層およびツイスト
ボール層が基材を介して配置されているため、ツイストボールを駆動するために必要な電
圧よりも高い電圧を電極に印加する必要がある。このような高い電圧を印加することは、
駆動回路側のコスト増につながることから、低電圧化が検討されている。低電圧化の一手
段としては、各電極を基材のツイストボール層側に配置し、各電極とツイストボール層と
を直に接触させる方法がある。



(3) JP 2017-106979 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【０００６】
　電子ペーパーは、電圧を印加して表示を行った後に、電圧の印加を停止した後も上記電
圧の印加による帯電状態が維持されることにより、上記表示を保持することができ、表示
保持のための電力を必要としない点が大きな特徴である。しかしながら、各電極とツイス
トボール層とが直に接触している構成を有する電子ペーパーにおいては、ツイストボール
に帯電している電荷が、電極を介して放出されやすいため、長時間にわたる表示の保持が
困難となる場合がある。
【０００７】
　また、画素電極が基材のツイストボール層側に配置されている場合は、上記対向基材に
スルーホールを設け、上記対向電極を取り出し電極と接続する必要がある。しかしながら
、対向基材がスルーホールのような開口部を有すると、ツイストボール層に用いられる溶
媒が、上記開口部から漏れるという不具合が発生する可能性がある。
【０００８】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、優れた表示保持性を有し、かつ、溶
媒の漏れが防止されたツイストボール型電子ペーパーを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために本発明は、透明基材および上記透明基材上に配置された透明
電極を有する透明電極基材と、背面基材と、上記背面基材の一方の面上に配置された画素
電極と、上記背面基材の他方の面上に配置された配線電極とを有する背面電極基材と、上
記透明電極基材および上記背面電極基材の間に配置された、溶媒と、上記溶媒により膨潤
された膨潤層と、上記膨潤層中に分散されたツイストボールとを有するツイストボール層
と、を有するツイストボール型電子ペーパーであって、上記透明電極は、上記透明基材の
ツイストボール層側に配置されており、上記画素電極は、上記背面基材のツイストボール
層側に配置されており、上記画素電極および上記配線電極は、上記背面基材に設けられた
スルーホールを介して接続されており、上記背面基材と上記ツイストボール層との間に、
上記画素電極および上記スルーホールを覆うように、画素電極側絶縁層が配置されている
ことを特徴とするツイストボール型電子ペーパーを提供する。
【００１０】
　本発明おいては、上述したような画素電極側絶縁層を有することにより、電圧印加停止
後の電荷の放出を防止することができるため、長期間にわたって表示を保持することがで
きる。また、上記画素電極側絶縁層により上記画素電極および上記スルーホールが覆われ
ているため、上記スルーホールを介して溶媒が漏れ出ることを防止することができる。
【００１１】
　上記発明においては、上記透明電極と上記ツイストボール層との間に、上記透明電極側
絶縁層が配置されていることが好ましい。上記透明電極側に透明電極側絶縁層が配置され
ていることにより、表示保持性をより高めることができるからである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明においては、優れた表示保持性を有し、かつ、溶媒の漏れが防止されたツイスト
ボール型電子ペーパーとすることができるといった効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明のツイストボール型電子ペーパーの一例を示す概略断面図である。
【図２】従来のツイストボール型電子ペーパーの一例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明のツイストボール型電子ペーパーについて、説明する。
【００１５】
　本発明のツイストボール型電子ペーパーは、透明基材および上記透明基材上に配置され
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た透明電極を有する透明電極基材と、背面基材と、上記背面基材の一方の面上に配置され
た画素電極と、上記背面基材の他方の面上に配置された配線電極とを有する背面電極基材
と、上記透明電極基材および上記背面電極基材の間に配置された、溶媒と、上記溶媒によ
り膨潤された膨潤層と、上記膨潤層中に分散されたツイストボールとを有するツイストボ
ール層と、を有するツイストボール型電子ペーパーであって、上記透明電極は、上記透明
基材のツイストボール層側に配置されており、上記画素電極は、上記背面基材のツイスト
ボール層側に配置されており、上記画素電極および上記配線電極は、上記背面基材に設け
られたスルーホールを介して接続されており、上記背面基材と上記ツイストボール層との
間に、上記画素電極および上記スルーホールを覆うように、画素電極側絶縁層が配置され
ていることを特徴とするものである。
【００１６】
　本発明のツイストボール型電子ペーパーについて、図を参照して説明する。図１は、本
発明のツイストボール型電子ペーパーの一例を示す概略断面図である。図１に例示するよ
うに、本発明のツイストボール型電子ペーパー１００は、透明基材１および上記透明基材
１上に配置された透明電極２を有する透明電極基材３と、背面基材４と、上記背面基材４
の一方の面上に配置された画素電極５と、上記背面基材４の他方の面上に配置された配線
電極６とを有する背面電極基材７と、上記透明電極基材３および上記背面電極基材７の間
に配置された、溶媒（図示せず）と、上記溶媒により膨潤された膨潤層８と、上記膨潤層
８中に分散されたツイストボール９とを有するツイストボール層１０とを有する。本発明
において透明電極２および画素電極５は、透明基材１および背面基材４のツイストボール
層１０側に配置されている。また、上記画素電極５および上記配線電極６は、上記背面基
材４に設けられたスルーホール１１を介して接続されており、上記背面基材４と上記ツイ
ストボール層１０との間に、上記画素電極５および上記スルーホール１１を覆うように、
画素電極側絶縁層１２が配置されている。また、透明電極２とツイストボール層１０との
間にも透明電極側絶縁層１３が配置されていてもよい。
【００１７】
　本発明おいては、上述したような画素電極側絶縁層を有しているため、電圧印加停止後
の電荷の放出を防止することができ、長期間にわたって良好な表示を保持することができ
る。また、上記画素電極側絶縁層により上記画素電極および上記スルーホールが覆われて
いるため、上記スルーホールを介して溶媒が漏れ出ることを防止することができる。
　以下、本発明のツイストボール型電子ペーパーの各構成について、詳細に説明する。
【００１８】
　１．絶縁層
（１）画素電極側絶縁層
　本発明における画素電極側絶縁層は、背面基材と、ツイストボール層との間に、画素電
極およびスルーホールを覆うように配置されるものである。ここで、「画素電極およびス
ルーホールを覆うように、画素電極側絶縁層が配置され」とは、画素電極の、ツイストボ
ール層に対向している側の面と、ツイストボール層との間に画素電極側絶縁層が配置され
、かつ、スルーホールが画素電極側絶縁層によって塞がれていることを意味する。また、
「スルーホールが画素電極側絶縁層によって塞がれている」状態とは、各スルーホールの
軸方向のいずれかの位置に、各スルーホールに栓をするように画素電極側絶縁層が配置さ
れている状態を意味するものであり、スルーホールの全体積が画素電極側絶縁層によって
満たされていても、スルーホールのツイストボール層側の開口の表面のみに画素電極側絶
縁層が配置されていてもよい。本発明においては、スルーホールのツイストボール層側の
開口を塞ぐように画素電極側絶縁層が配置されていることが好ましい。具体的には、スル
ーホールのツイストボール層側の開口から、１０μｍ～５０μｍの範囲内、中でも１０μ
ｍ～４０μｍの範囲内、特には１０μｍ～３０μｍの範囲内の領域が、画素電極側絶縁層
で満たされていることが好ましい。このように画素電極側絶縁層を配置することにより、
溶媒の漏れをより確実に防止することができるからである。
【００１９】
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　本発明においては、例えば、背面基材と、ツイストボール層とが対向する、平面視上の
全領域に画素電極側絶縁層を配置することにより、「画素電極およびスルーホールを覆う
ように」画素電極側絶縁層を配置することができる。このように画素電極側絶縁層を配置
する方法は特に限定されるものではなく、例えば、画素電極側絶縁層形成用塗工液を塗布
する方法や、絶縁性のフィルムを配置する方法を挙げることができる。本発明においては
、中でも、画素電極側絶縁層形成用塗工液を印刷法、特にはスクリーン印刷法により塗布
することが好ましい。均一、かつ、所望の膜厚の画素電極側絶縁層を、容易に形成するこ
とができるからである。
【００２０】
　このような画素電極側絶縁層を形成するための材料は、絶縁性を有するものであれば特
に限定されるものではなく、樹脂など、一般的な絶縁材料を用いることができる。具体的
には、アクリル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリ
ビニルアルコール、ポリイミド、ポリエチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレー
ト、ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテ
ルケトン、ポリフェニレンスルフィド、液晶ポリマー、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、
フェノール樹脂等を挙げることができる。
【００２１】
　本発明においては、上記の中でも、アクリル系樹脂、エポキシ系樹脂等が画素電極側絶
縁層の材料として好適に用いられる。
【００２２】
　また、印刷法により画素電極側絶縁層を形成する場合、画素電極側絶縁層形成用塗工液
としては、ガラスエポキシ（ガラエポ）基板などのプリント基板の絶縁層を形成するため
に用いられるソルダーレジスト等を用いることができる。ソルダーレジストとしては、ア
クリル系樹脂、エポキシ系樹脂等を好適に用いることができる。
【００２３】
　画素電極側絶縁層の膜厚は、画素電極およびスルーホールを覆い、上記背面基材に設け
られたスルーホールから、ツイストボール層に用いられる溶媒が漏れることを防止できる
ものであれば特に限定されるものではなく、例えば、１０μｍ～５０μｍの範囲内、中で
も１０μｍ～４０μｍの範囲内、特には１０μｍ～３０μｍの範囲内とすることができる
。画素電極側絶縁層の膜厚が上記範囲に満たないと、所望の表示保持性を得ることができ
ない可能性や、上記溶媒の漏れを防止することができない可能性がある。また、画素電極
側絶縁層の膜厚が上記範囲を超えると、画素電極に高い電圧を印加しないとツイストボー
ルを駆動することができなくなる可能性や、材料コストが増加する可能性がある。なお、
上記「画素電極側絶縁層の膜厚」は、スルーホールが設けられた領域ではなく、背面基材
とツイストボール層が対向している領域における、画素電極側絶縁層の膜厚である。
【００２４】
（２）透明電極側絶縁層
　本発明においては、透明電極と、ツイストボール層との間に透明電極側絶縁層が配置さ
れていることが好ましい。ツイストボール型電子ペーパーの表示保持性をさらに向上させ
ることができるからである。このような透明電極側絶縁層を形成するための材料としては
、絶縁性を有する透明な材料であれば特に限定されるものではなく、具体的には、上記「
（１）画素電極側絶縁層」において例示されている材料のうち、透明なものを用いること
ができる。上記透明電極側絶縁層の膜厚や形成方法等については、上記「（１）画素電極
側絶縁層」に記載されているものと同様とすることができる。
【００２５】
　２．背面電極基材
　本発明における背面電極基材は、背面基材と、上記背面基材の一方の面上に配置された
画素電極と、上記背面基材の他方の面上に配置された配線電極とを有するものであり、上
記背面基材に配置された上記画素電極および上記配線電極は、上記背面基材に設けられた
スルーホールを介して接続されているものである。以下、背面電極基材の各構成について
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説明する。
【００２６】
（１）背面基材
　背面基材は、一方の面上に画素電極を、他方の面上に配線電極を支持し、上記画素電極
および上記配線電極を接続するためのスルーホールを有するものである。このような背面
基材は、上記背面基材の各面上に画素電極および配線電極を支持し、スルーホールを形成
することができるものであれば特に限定されるものではなく、通常、絶縁性を有するもの
が用いられる。上記背面基材は透明性を有していてもよいし、透明性を有していなくても
よい。また、このような背面基材は、フレキシブル性を有する基材であってもよく、リジ
ットな基材であってもよい。
【００２７】
　背面基材に設けられるスルーホールは、背面基材を貫通し、背面基材の各面上に配置さ
れた画素電極および配線電極を電気的に接続することができる部材を、その内部に配置す
ることができるものであれば特に限定されるものではない。このようなスルーホールの径
は、例えば、２０μｍ～３００μｍの範囲内、中でも２０μｍ～２００μｍの範囲内、特
には２０μｍ～１００μｍの範囲内とすることができる。スルーホールの径が上記範囲に
満たないと、画素電極および配線電極を接続する部材が小さすぎ、両電極を十分に接続で
きない可能性がある。一方、スルーホールの径が上記範囲を超えると、開口部が大きくな
りすぎて、背面基材の支持性が低下する、画素電極を形成する面積が狭くなる、溶媒の漏
れを防止するための画素電極側絶縁層の膜厚を厚くする必要がある等の不具合が生じる可
能性がある。
【００２８】
　上記背面基材としては、無機物製基材、樹脂製基材等を用いることができる。無機物製
透明基材としては、ガラス基材を挙げることができる。また、ガラスとしては、ソーダラ
イムガラス、無アルカリガラス、石英ガラス等を用いることができ、中でも、無アルカリ
ガラスが好ましい。一方、樹脂製透明基材に用いられる樹脂としては、「１．絶縁層、（
１）画素電極側絶縁層」において例示されている材料のうち、透明なものを用いることが
できる。
【００２９】
　また、背面基材としては、上述したものの他にも、ガラスエポキシ樹脂、紙フェノール
、紙エポキシ、ガラスコンポジット、テフロン(登録商標)、アルミナ、低温同時焼成セラ
ミックス、コンポジット、ハロゲンフリー基板等から構成される基材を挙げることができ
る。
【００３０】
　上記背面基材の膜厚としては、上記画素電極および配線電極を支持することができる程
度の膜厚であれば、特に限定されるものではないが、５０μｍ～１０００μｍの範囲内、
中でも５０μｍ～５００μｍの範囲内、特に５０μｍ～３００μｍの範囲内であることが
好ましい。上記背面基材の膜厚が上記範囲に満たない場合は、上記背面基材の支持性が不
十分である可能性があり、上記背面基材の膜厚が上記範囲を超える場合は、電子ペーパー
全体としての膜厚や重量の増加をもたらす可能性があるからである。
【００３１】
　（２）画素電極
　本発明における画素電極は、上述した背面基材の、配線電極とは反対側の面上に配置さ
れるものである。このような画素電極の形態としては、電子ペーパーの用途に応じて適宜
選択することができる。例えば、電子ペーパーが固定の情報表示を行うものである場合、
上記画素電極は表示電極として用いられ、電子ペーパーにおいて表示される情報に応じた
パターン形状を有するものである。
【００３２】
　ここで、「電子ペーパーにおいて表示される情報に応じたパターン形状」とは、電子ペ
ーパーの表示面に表示される個々の情報と同様の形状だけではなく、背景に対応する形状
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を含むものをいう。
【００３３】
　また、上記画素電極のパターン形状としては、１つの画素電極を用いて１つの情報を表
示することが可能となるようなパターン形状であってもよく、複数の画素電極を用いて１
つの情報を表示することが可能となるようなパターン形状であってもよい。
【００３４】
　このような画素電極のパターン形状としては、特に限定されず、電子ペーパーの用途等
に応じて適宜選択されるものである。具体的には、幾何学形状、文字、数字、符号、標章
、絵柄等、および背景に対応する形状を挙げることができる。また、画素電極の形状とし
ては、デジタル表示に用いられる７セグメントを構成する形状を挙げることができる。
【００３５】
　一方、電子ペーパーが可変の情報表示を行うものである場合、例えばパッシブ駆動によ
って可変の情報表示を行う場合は、画素電極および後述する透明電極のいずれか一方を走
査（行）電極、他方を信号（列）電極として用いるものとする。この場合の画素電極の形
状については、一般的なパッシブ駆動の電子ペーパーに用いられるものと同様とすること
ができるので、ここでの説明は省略する。
【００３６】
　また、電子ペーパーが固定の情報表示を行う部分と、可変の情報表示を行う部分とを有
する場合は、各部分に対応する画素電極が上述した各形態を有する。
【００３７】
　上記画素電極としては、導電性を有する材料からなり、画素電極に電圧を印加すること
により、後述するツイストボール層を用いて情報表示を行うことができるものであれば特
に限定されるものではない。
【００３８】
　このような画素電極に用いられる材料としては、導電性を有する材料であれば特に限定
されるものではないが、例えばＡｕ、Ａｌ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｕ等の金属、ＩＴＯ、ＳｎＯ

２、ＺｎＯ：Ａｌ等の透明導電体、導電剤を溶媒あるいは合成樹脂バインダに混合した導
電性ペースト等を挙げることができる。上記導電剤としてはポリメチルベンジルトリメチ
ルアンモニウムクロライド、ポリアリルポリメチルアンモニウムクロライド等のカチオン
性高分子電解質、ポリスチレンスルホン酸塩、ポリアクリル酸塩等のアニオン性高分子電
解質や電子伝導性の酸化亜鉛、酸化スズ、酸化インジウム、カーボン微粉末、カーボンナ
ノチューブ、Ａｇ微粉末等が用いられる。
【００３９】
　また、上記画素電極の形成方法としては、上述した金属、および透明導電体等を金属マ
スク等を用いてスパッタリング法、真空蒸着法、ＣＶＤ法、塗布法等で背面基材上に薄膜
をパターン状に形成する方法、上記導電性ペーストを用いて背面基材上にパターン状に塗
布する方法等を挙げることができる。
【００４０】
　上記画素電極の膜厚としては、上記電子ペーパーにより画像表示を行うことができる程
度の膜厚であれば特に限定されるものではないが、具体的には、５０ｎｍ～５００μｍの
範囲内、なかでも１００ｎｍ～１００μｍの範囲内、特に３００ｎｍ～５０μｍの範囲内
であることが好ましい。上記画素電極の膜厚が上記範囲に満たない場合は、均一な膜厚の
画素電極を形成することが困難になるからであり、上記範囲を超える場合は、画素電極を
形成するために時間がかかり、また、画素電極の材料も多く必要となるため、製造コスト
が高くなるからである。
【００４１】
（３）配線電極
　本発明における配線電極は、上述した背面基材の、画素電極とは反対側の面上に配置さ
れるものである。配線電極は、上記背面基材に設けられたスルーホールを介して画素電極
と電気的に接続されることにより、上記画素電極は、上記配線電極を介して外部電源に接
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続される。このような配線電極は上述したような機能を果たすことができるものであれば
特に限定されるものではなく、一般的な表示装置における、いわゆる、取り出し電極と同
様の構成とすることができる。また、配線電極の膜厚、材料、形成方法等については、「
（２）画素電極」と同様であるため、ここでの説明は省略する。
【００４２】
（４）背面電極基材
　上述した画素電極および配線電極は、背面基材に設けられたスルーホールを介して接続
されている。上記画素電極および配線電極は、直に接続されても、接続層等の他の部材を
介して接続されてもよい。例えば、背面基材の水平方向に伸長する画素電極および配線電
極間を、背面基材の膜厚方向（スルーホールの軸方向）に伸長する接続層により接続する
ことができる。このような接続層の形成方法は、所望の接続層を得ることができるもので
あれば特に限定されるものではなく、表示装置の製造において一般的に用いられる方法に
より形成することができる。例えば、画素電極および配線電極が形成された背面電極基材
に穴（スルーホール）を設け、上記スルーホールの壁面にめっき法等により金属層を形成
することにより、接続層を形成することができる。この際の接続層の材料は、めっき法を
用いることができるものであれば特に限定されるものではなく、一般的には銅が好適に用
いられる。また、上記接続層の膜厚は、画素電極および配線電極を電気的に接続すること
ができるものであれば特に限定されるものではなく、例えば、１μｍ～１０μｍの範囲内
とすることができる。
【００４３】
　３．透明電極基材
　本発明に用いられる透明電極基材は、透明基材および上記透明基材上に配置された透明
電極とを有するものである。また、透明電極基材は、既製品を用いてもよく、形成したも
のを用いてもよい。
【００４４】
　（１）透明基材
　透明基材は、透明電極を支持するものである。このような透明基材は、リジットな透明
基材であってもよく、フレキシブル性を有する透明基材であってもよい。
【００４５】
　このような透明基材としては、無機物製透明基材や、樹脂製透明基材を挙げることがで
きる。無機物製透明基材としては、ガラス基材を挙げることができる。また、ガラスとし
ては、ソーダライムガラス、無アルカリガラス、石英ガラス等を用いることができ、中で
も、無アルカリガラスが好ましい。一方、樹脂製透明基材に用いられる樹脂としては、「
１．絶縁層、（１）画素電極側絶縁層」において例示されている材料のうち、透明なもの
を用いることができる。
【００４６】
　このような透明基材の膜厚としては、後述する透明電極を形成することができれば特に
限定されるものではない。このような透明基材の膜厚としては、５０μｍ～１０００μｍ
の範囲内、なかでも５０μｍ～５００μｍの範囲内、特に５０μｍ～３００μｍの範囲内
であることが好ましい。上記透明基材の膜厚が上記範囲に満たない場合は、後述する透明
電極を透明基材上に形成することが困難になる可能性があるからである。また、上記透明
基材の膜厚が上記範囲を超える場合は、電子ペーパー全体としての膜厚や重量の増加をも
たらす可能性があるからである。
【００４７】
　（２）透明電極
　透明電極の形態としては、電子ペーパーの用途に応じて適宜選択することができる。例
えば、電子ペーパーが固定の情報表示を行うものである場合、上記透明電極は、透明基材
の全面に形成されるのが一般的である。
【００４８】
　一方、電子ペーパーが可変の情報表示を行うものである場合、例えばパッシブ駆動によ
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って可変の情報表示を行う場合は、透明電極および上述した画素電極のいずれか一方を走
査（行）電極、他方を信号（列）電極として用いるものとする。この場合の透明電極の形
状については、一般的なパッシブ駆動の電子ペーパーに用いられるものと同様とすること
ができるので、ここでの説明は省略する。
【００４９】
　また、電子ペーパーが固定の情報表示を行う部分と、可変の情報表示を行う部分とを有
する場合は、各部分に対応する透明電極が上述した各形態を有する。なお、固定の情報表
示とは、予め、画素電極の形状を特定の形状とし、表示面における上記特定の形状の有無
により表現される情報表示をいう。一方、可変の情報表示とは、マトリックス状の透明電
極および画素電極を用いることにより変化させて表現される情報表示をいう。
【００５０】
　透明電極の材料としては、透明電極を形成することができる導電性材料であれば特に限
定されるものではなく、例えば、酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（Ｉ
ＺＯ）、酸化錫、酸化亜鉛、酸化インジウム、酸化アルミニウム亜鉛（ＡＺＯ）等の導電
性酸化物、Ａｕ、Ｎｉ、Ａｇ等の金属、ポリアニリン、ポリアセチレン、ポリアルキルチ
オフェン誘導体、ポリシラン誘導体のような導電性高分子、カーボンナノチューブやグラ
フェン等を用いることができる。
【００５１】
　透明電極の膜厚としては、透明電極として機能することができれば特に限定されるもの
ではないが、１５ｎｍ～２００ｎｍの範囲内であることが好ましい。透明電極の膜厚が上
記範囲に満たない場合は、透明電極を均一な膜厚で形成することが困難であるからであり
、透明電極の膜厚が上記範囲を超える場合は、透明電極の成膜に用いられる時間や材料が
多くなるため、製造コストが高くなるからである。
【００５２】
　透明電極の形成方法としては、所望の膜厚で透明電極を形成することができる方法であ
れば特に限定されるものではない。このような透明電極の形成方法としては、一般的な電
極の成膜方法を用いることができ、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、イオンプレ
ーティング法等のＰＶＤ法や、ＣＶＤ法、導電ペーストを塗布する方法等が挙げられる。
【００５３】
　（３）その他
　本発明における透明電極基材は、上述した透明電極、および透明基材を有するものであ
れば特に限定されず、必要な構成を適宜選択して追加することができる。このような構成
としては例えば補助電極、配線等を挙げることができる。
【００５４】
　４．ツイストボール層
　本発明におけるツイストボール層は、通常、上記表示媒体として異なる帯電特性を有す
る２色層を有するツイストボールを有し、さらに溶媒および膨潤層を有する。以下、ツイ
ストボール層の各構成について説明する
【００５５】
　（１）ツイストボール
　本発明に用いられるツイストボールは、異なる帯電特性を有する２色相を有するもので
ある。また、本発明のツイストボール型電子ペーパーにおいて表示媒体として働くもので
ある。より具体的には、ツイストボールを回転させることにより表示が行われる。
【００５６】
　本発明に用いられるツイストボールとしては、球状であり、有色彩相と白色相あるいは
有色彩相と有色彩相の異なる２色相を有し、異なる２色相が互いに異なる帯電特性を有す
るものであれば特に限定されるものではない。
【００５７】
　このようなツイストボールとしては、例えば、特開２００４－１９７０８３号公報で提
案されているマイクロチャンネル製造方法で製造されるツイストボールと同様とすること
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ができる。
【００５８】
　ここで、マイクロチャンネル製造方法は、着色連続相と球状粒子化相とが互いにＯ／Ｗ
型又はＷ／Ｏ型の関係にあるものを用い、着色連続相が移送される第１マイクロチャンネ
ルから、第２マイクロチャンネルに流れる流動媒体の球状粒子化相内に、２色の着色連続
相を順次吐出させることにより、２色相球状ポリマー粒子で、かつ、電荷的に（±）の極
性を有する帯電特性球状粒子であるツイストボールを製造する製造方法である。
【００５９】
　上記マイクロチャンネル製造方法においては、重合性樹脂成分を含有する油性又は水性
の流動性媒体中に、この媒体に不溶性の着色染顔料を含有する２色に分相させた着色連続
相中の重合性樹脂成分を、互いに異なる正負に帯電する重合性モノマーで形成させて、第
１マイクロチャンネルに移送させ、次いで、この着色連続相を、第２マイクロチャンネル
内を流れる水性又は油性の球状粒子化相中に、連続又は間欠的に順次吐出させる。次いで
、球状粒子化相中に吐出させた吐出物は、マイクロチャンネル内での一連の吐出、分散、
移送中に球状粒子化されながら、球状粒子化相中に順次球状物化されるので、この球状粒
子化相中の重合性樹脂成分をＵＶ照射下および加熱下の少なくともいずれかで重合硬化さ
せることによりツイストボールが適宜調製される。
【００６０】
　上記着色連続相は、２色相に分相されている連続色相であって、例えば、黒色と白色、
赤色と白色、黄色と白色、青色と白色、緑色と白色、紫色と白色等の何れかの「有彩色相
と白色相」から選ばれる２色の分相色相、あるいは「有色彩相と有色彩相」の異なる２色
の分相色相を挙げることができる。このような色相を形成させる着色剤としては、後述す
る重合性樹脂成分を含有する流動性分散媒体に不溶性又は均一に分散されるのであれば特
に限定することなく、適宜選んで用いられる。上記着色剤としては、染料および顔料を用
いることができる。
【００６１】
　このような染料および顔料としては、例えば、特開２００４－１９７０８３号公報に記
載されたものを用いることができるので、ここでの記載は省略する。
【００６２】
　これら着色剤としての染顔料の添加量は、特に限定されるものではなく、また、その着
色粒子の用途等によっても所望される色調が異なり、また、上述する着色連続相中での分
散性等から、本発明においては、着色連続相中の重合硬化成分である全重合性樹脂成分１
００重量部当たり、０．１重量部～８０重量部の範囲内で、好ましくは２重量部～１０重
量部の範囲内で適宜好適に添加することができる。
【００６３】
　上記ツイストボールに用いられる重合性樹脂成分又は重合性モノマーとしては、ツイス
トボールに用いられる重合性モノマーの官能基又は置換基の種類によって、上記ツイスト
ボールの帯電性が、それぞれ（－）帯電性と（＋）帯電性とを示す傾向にあるモノマー種
を挙げることができる。従って、少なくとも２種以上の複数種のモノマーを本発明におけ
る重合性樹脂成分として使用する場合には、その（＋）及び（－）帯電性を示す傾向を周
知のうえで、好ましくは、同種帯電性の傾向にあるモノマー同士を複数組み合わせて適宜
好適に使用することもできる。
【００６４】
　一方、少なくとも１種の官能基および置換基のいずれかを分子内に有する重合性樹脂成
分又は重合性モノマーにおいて、その官能基又は置換基としては、例えば、カルボニル基
、ビニル基、フェニル基、アミノ基、アミド基、イミド基、ヒドロキシル基、ハロゲン基
、スルホン酸基、エポキシ基及びウレタン結合等を挙げることができる。本発明において
は、このような重合性モノマーにおける官能基又は置換基を有するモノマー種の単独又は
２種以上の複数種を組み合わせて適宜好適に使用することができる。
【００６５】
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　（－）帯電性の傾向にある重合性モノマーおよび（＋）帯電性の傾向にある重合性モノ
マーとしては、例えば、特開２００４－１９７０８３号公報に記載されたものを用いるこ
とができるので、ここでの記載は省略する。
【００６６】
　本発明において、既に上述した第２マイクロチャンネルに着色連続相として吐出された
後の重合性樹脂成分の重合時におけるこのような重合性モノマーを他の共重合モノマーに
組み合わせて使用する場合には、着色樹脂微粒子に託される所望する帯電性又は電気泳動
性にもよるが、重量基準で表して、帯電性の傾向にあるモノマーが、好ましくは全モノマ
ー中１％～１００％の範囲内で、更に好ましくは５％～１００％の範囲内で、特に好まし
くは１０％～１００％の範囲内にある重合性モノマーとの共重合体粒子であれば適宜好適
に使用されて、所望するツイストボールを提供することができる。
【００６７】
　また、上記ツイストボールは、球状の単分散粒子で、その平均粒子径が体積基準で表し
て１．０μｍ～４００μｍの範囲内で、好ましくは、２０μｍ～２００μｍの範囲内で、
更に好ましくは５０μｍ～１２０μｍの範囲内で適宜調製することができる。また、その
平均粒子径のバラツキが著しく低い均斉な粒子が適宜調製される。本発明においては、そ
の均斉度をＣｖ値で表して、２０％以下、好ましくは、５％以下、更に好ましくは３％以
下の単分散粒子のツイストボールとして適宜好適に用いられる。
　ここで、平均粒子径は、顕微鏡観察による平均粒径である。顕微鏡観察による平均粒子
径は、例えば、１００倍で顕微鏡観察を行い、画像処理ソフト等により任意の粒子の粒子
径を１００個測定して個数平均することにより得られる。なお、粒子径とは粒子の長軸径
と短軸径の平均値を指す。
【００６８】
　（２）溶媒
　本発明に用いられる溶媒は、上述したツイストボールの回転が円滑となるようにするた
めに用いられるものである。また、溶媒は、通常は後述する膨潤層を膨潤させることによ
り用いられるものである。
【００６９】
　このような溶媒としては、上記ツイストボールの回転を妨げることなく、円滑に回転さ
せることができるものであれば特に限定されるものではない。このような溶媒としては、
ジメチルシリコーンオイル、イソパラフィン系溶媒、および直鎖パラフィン系溶媒、ドデ
カン、トリデカン等の直鎖アルカンを挙げることができる。
【００７０】
　（３）膨潤層
　本発明に用いられる膨潤層は、上記溶媒で膨潤させることができるエラストマー材料か
らなるものである。また、上記膨潤層は、上記ツイストボールが分散されたシート状部材
であり、これに上記溶媒で膨潤させることによって用いられるものである。
【００７１】
　このような膨潤層に用いられる材料としては、上記ツイストボールを分散可能であり、
かつ、上記溶媒で膨潤することが可能であれば特に限定されるものではない。このような
膨潤層の材料としては、シリコーン樹脂、微架橋したアクリル樹脂、微架橋したスチレン
樹脂、およびポリオレフィン樹脂等を挙げることができる。
【００７２】
　また、上記膨潤層の膜厚としては、本発明のツイストボール型電子ペーパーにおいて、
膨潤層中に分散されたツイストボールによって情報表示を行うことが可能であれば特に限
定されるものではないが、５０μｍ～１０００μｍの範囲内、なかでも１００μｍ～７０
０μｍの範囲内、特に１５０μｍ～５００μｍの範囲内であることが好ましい。上記膨潤
層の膜厚が上記範囲に満たない場合は、上記ツイストボールが均一に分散された膨潤層と
することが困難であるからであり、上記膨潤層の膜厚が上記範囲を超える場合は、ツイス
トボールの回転を妨げるおそれがあるからである。
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【００７３】
　５．その他の構成
　本発明のツイストボール型電子ペーパーは、上述した各構成の他に、任意の構成を有し
ていてもよい。例えば、図１に例示するように、スペーサ１４、導電性接着剤１５、外周
封止剤１６等を有していてもよい。上記スペーサの上面および下面に接着剤を塗布し、透
明電極基材および背面電極基材の間に配置することにより、両基材を機械的に固定するこ
とができる。また、両基材の間に導電性接着剤を配置することにより、透明電極を背面電
極基材側と導通させることができる。さらに、ツイストボール層の外周に外周封止剤を設
けることにより、外部からの水分等の浸入を防止することができる。これらの部材は、所
望の機能を果たすことができるものであれば特に限定されるものではなく、ツイストボー
ル型電子ペーパーに一般的に用いられるものを用いることができる。
【００７４】
　６．ツイストボール型電子ペーパー
　本発明において、上述した透明電極基材および背面電極基材は、透明電極および画素電
極が各基材のツイストボール層側になるように配置されている。このような配置とするこ
とにより、電極とツイストボールとの間に基材が介在することがないため、低い電圧によ
りツイストボールを駆動することができる。
【００７５】
　７．ツイストボール型電子ペーパーの製造方法
　本発明のツイストボール型電子ペーパーの製造方法としては、上記構成を有するツイス
トボール型電子ペーパーを製造することができれば特に限定されるものではなく、ツイス
トボール型電子ペーパーの製造方法として公知の製造方法を用いることができる。
【００７６】
　８．用途
　本発明のツイストボール型電子ペーパーの用途としては、例えば、屋外環境に設置され
る広告媒体に貼付して用いることができる。広告媒体としては、看板、広告塔、建物壁面
、車両等を挙げることができる。
【００７７】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００７８】
　以下に実施例および比較例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。
【００７９】
［実施例］
　背面基材として膜厚１ｍｍのガラスエポキシ基板を用い、上記背面基材の一方の表面上
に膜厚１８μｍの銅の層である画素電極と、上記背面基材の他方の表面上に膜厚１８μｍ
の銅の層である配線電極と、上記背面基材を膜厚方向に貫通する、直径２００μｍのスル
ーホールと、上記画素電極および配線電極を接続する、銅めっき層である接続層とを形成
し、背面電極基材を得た。上記背面電極基材の上記画素電極側の表面に、画素電極側絶縁
層として、膜厚３０μｍのエポキシ樹脂系ソルダーレジスト膜をスクリーン印刷法により
形成した。また、膜厚０．７ｍｍのガラス基板を透明基材として用い、上記透明基材上に
、スパッタリング法により膜厚３０ｎｍのＩＴＯ膜を透明電極として成膜し、透明電極基
材を得た。膨潤処理済の白黒粒子を含有したツイストボール層を、上記透明電極基材およ
び背面電極基材により挟持し、外周封止材料で外周を封止することにより、ツイストボー
ル型電子ペーパーを作製した。
【００８０】
［比較例］
　上記背面電極基材上に画素電極側絶縁層を形成しなかったこと以外は、上記実施例と同
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【００８１】
［評価］
　上記実施例および比較例において作製したツイストボール型電子ペーパーに対し、透明
電極側にツイストボールの白側を向けるように電圧を印加して白表示を行い、上記白表示
が完了した時点で電圧の印加を停止し、白表示時の反射率の経時変化を測定した。なお、
白表示時の反射率の測定は、コニカミノルタ社製の分光測色計（ＣＭ－７００ｄ）を用い
て、ＳＣＥ（正反射光除去）モードにて測定した。表色系はＹｘｙ座標系を用い、このＹ
の値を反射率として採用した。
【００８２】
　電圧印加中の反射率を１００とした場合、実施例において作製したツイストボール型電
子ペーパーの２４時間後の反射率は９８であった。また、実施例において作製したツイス
トボール型電子ペーパーは、７日後においても９０の反射率を維持していた。一方、比較
例において作製したツイストボール型電子ペーパーの２４時間後の反射率は６５であった
。上記実施例および比較例の結果から、ツイストボール型電子ペーパーが画素電極側絶縁
層を有している場合は、電圧の印加を停止した７日後においても反射率が高く維持されて
おり、表示保持性が高いことが分かる。
【００８３】
　また、上記実施例および比較例において作製したツイストボール型電子ペーパーに対し
、作製から２４時間経過した後に、電極に電圧を印加してツイストボールの作動状況を確
認した。実施例において作製したツイストボール型電子ペーパーは、作製直後と同様に良
好な表示を行うことができた。一方、比較例において作製したツイストボール型電子ペー
パーにおいては、背面基材に設けられたスルーホールの中心を基点として半径２０ｍｍ程
度の領域において、ツイストボールが回転しない領域が発生した。これは、比較例におい
ては、背面電極基材上に画素電極側絶縁層が形成されていないため、スルーホールから溶
媒が漏れ出し、ツイストボールの回転が円滑に行われなかったことに起因する。
【符号の説明】
【００８４】
　１　…　透明基材
　２　…　透明電極
　３　…　透明電極基材
　４　…　背面基材
　５　…　画素電極
　６　…　配線電極
　７　…　背面電極基材
　８　…　膨潤層
　９　…　ツイストボール
　１０　…　ツイストボール層
　１１　…　スルーホール
　１２　…　画素電極側絶縁層
　１３　…　透明電極側絶縁層
　１００　…ツイストボール型電子ペーパー
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